
ふるさと納税返礼品の公募を実施します

令和４年９月２８日（水）

市長定例記者会見



公募の実施について(概要)

ふるさと納税の返礼品の更なる充実を図ることで、寄附受入額の拡大につなげるため、
寄附者への返礼品として商品・サービスを提供する者を募集します。

（１）返礼品協力事業者の要件
・市内に工場や事業所等の生産又はサービスの拠点があること。

（２）返礼品の要件
・本市の魅力の発信、イメージ向上や地域産業振興、観光誘致に資するもの。
・総務大臣が定める基準（地場産品基準）に適合するもの。

※ 返礼品提供事業者及び返礼品等の要件の詳細は、実施要項でご確認ください。

趣 旨

募集要項



ふるさと納税返礼品提供事業者のメリット（１）

ふるさと納税返礼品提供事業者には以下のメリットがあります。

販路拡大

全国展開

市場調査

メリット①

メリット③

売り上げの拡大に貢献

メリット③

市場調査

メリット②

全国展開

メリット①

販路拡大

メリット②



ふるさと納税返礼品事業者のメリット（２）

（１）「ふるさとチョイス」、「楽天ふるさと納税」、「ふるなび」、
「ＪＲＥ ＭＡＬＬふるさと納税」に商品画像、事業者名を無料掲載。

（２）返礼品の発送時に事業者の商品カタログやチラシを同梱して発送可能。

（３）市のふるさと納税広報資料で返礼品の画像や事業者名を掲載。

（４）ふるさと納税返礼品の協力事業者であることを宣伝や会社ＰＲで使用可。

協力事業者の特典



申込方法とスケジュールについて

必要書類を揃えて furusato@city.saitama.lg.jp にメールで提出。
（郵送の場合は、財政課ふるさと納税担当宛に提出）

第１次 令和４年９月３０日～令和４年１０月２１日 令和４年１１月上旬 令和４年１２月～令和５年１月

第２次 令和４年１１月１日～令和４年１１月３０日 令和５年１月上旬 令和５年２月中

第３次 令和４年１２月１日～令和４年１２月２８日 令和５年２月上旬 令和５年３月

第４次 令 和 ５ 年 １ 月 ４ 日 ～ 令 和 ５ 年 １ 月 ３ １ 日 令和５年３月上旬 令和５年４月

第５次 令 和 ５ 年 ２ 月 １ 日 ～ 令 和 ５ 年 ２ 月 ２ ８ 日 令和５年４月上旬 令和５年５月

受付 返礼品募集期間 返礼品提供開始時期返礼品の決定時期

申込方法

スケジュール

mailto:furusato@city.saitama.lg.jp


ふるさと納税返礼品の提案を募集します！

参加手順①

「全国に届けたい、さいたま市の返礼品」をテーマに、
広くさいたま市の魅力について募集します。

お薦めする写真・コメント・リンクを用意

市公式Instagram 「saitamacity_official」をフォロー

「#さいたま市自慢の品」をつけて投稿

参加手順②

参加手順③




